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自 由  民  主  先

本日、平成20年 度 予算が1巧院協議会を経て成立しました.

与党として|ょ、「予算及び歳入法案について年度内に結論を得るものとするJ

とのhl院議長のあっせんを誠実に実行すべく野党にも協力を求め、与党として

最大限の努力を重ねてまいりました。その結果20年 度予算については、衆義

院通過後、約 2週門遅れで参議院予算委員会での審議が始まり、結論を得るこ

とかできました.

しかしながら、歳入法案については、衆議院より参議院に送付後、国会法第

56条 の4の規定にも拘らず、約4週間本会議や財務金融委員会、終務委貞会

等関係委員会で審議が全く行われないという異常事態が生じました。民i党 に

よる事実卜のこの審議拒否は、憲政史上稀な、歳人法策の生度内成立ができな

いという状況を生じさせました。参議院で多数を占める政党として、無責任極

まりない対応と言わざるを得ません.

両院議長がこの状況を大変憂慮され、本日、道路関係を除く「i切れ法案に●

いては、年度内に実質的空白を生じないよぅとの要請をされ、各党の合まがで

きました. 一方、道路関i奎税竹」の処理が年度をまたいだため、地方財政牛に大

きな痛手を生じさせることになっているのは、試に遣はな状七であります,

今後、予算を新年度から円滑に執行するこtとで、原油価格などの■浩により

影響を受けてしヽる国民生活と経済を支える重要かつ緊急に必要な打策を誘し■

共盲です,同 時に、参議院での張人r_■策の2rL「Fを急き、国民生活r、の影習を幸

/1長ヽに力nオるた')、野売にも史試を■拝し、身力と′てぃたたきたぃと智いますt


